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国民年金保険料の納付が難しい場合は、
免除や猶予の申請を
　保険料を納めることが経済的に困難な場合、申請により「免
除」または「猶予」される制度があります。
　将来の年金受給に影響しますので、対象になる場合は「未納」
のままにせず、「免除」や「猶予」の申請をしてください。

◆全�額免除・一部免除　
本人、配偶者、世帯主の前年所得が一定額以下の場合、所得額
に応じて全額免除、４分の３免除、半額免除、４分の１免除と
なります。
◆納�付猶予　
50 歳未満の人で、本人および配偶者の前年所得が一定額以下
の場合、保険料の納付が猶予されます。

◆申請方法
下記を持参し、保険年金課または大宮年金事務所へ直接。
・�基礎年金番号通知書、年金手帳または基礎年金番号がわかる
もの（納付書等）

・�申請理由が失業の場合は、ハローワークの雇用保険受給資格
者証または雇用保険被保険者離職票の写し
免除・猶予申請可能期間　申請時点の２年１か月前の月分まで
免�除・猶予申請の受付　�７月から令和８年度分（７月～令和９

年６月分）の申請受付開始
問・保険年金課国民年金担当（☎ 594-5543）
　�・大宮年金事務所　（☎ 048-652-3399）
他 �マイナポータルから一部が電子申請可能です

お知らせ

　７月１日付けで太田清美さんが法務大
臣から人権擁護委員に再任されました。

人権擁護委員に
太田清美さんが再任

　６月 23日付けで清水年子さんが固定
資産評価審査委員会委員に再任されまし
た。

固定資産評価審査委員会委
員に清水年子さんが再任

　５～７月ごろにかけて黄色の花をつけ
るオオキンケイギクは、繁殖力がとても
強く「特定外来生物」に指定されていま
す。自宅の庭や敷地内で見つけた場合は、
種ができる前に根ごと抜き取り、その場
で袋に入れて完全に枯死させた後、可燃
ごみとして処分してください。
問 ��環境課
　環境政策・保全担当
　（☎ 594-5524）

オオキンケイギクを見つ
けたら「駆除」にご協力を

　すべての国民
が、犯罪や非行
の防止および罪
を犯した人たち
の更生について
理解を深め、そ
れぞれの立場で
力をあわせ、犯
罪や非行のない明るい社会を築こうとす
る全国的な運動です。
　期間中は懸垂幕を掲揚し、保護司会・
更生保護女性会による街頭キャンペーン
や市内の学校へのポスター配布等啓発活
動を実施します。皆さんのご理解とご協
力をお願いします。
問 ��共生福祉課
　地域福祉・監査担当
　　(☎ 594-5534)�

７月は「社会を明るくする
運動」強調月間

寄附ありがとうございました

　宗教法人解脱会より 200 万円の寄附
をいただきました。いただいた寄附はよ
りよい市政運営のために活用します。

提供：九州地方環境事務所
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募集サマージャンボ宝くじ発売

　サマージャンボ宝くじの収益金は市町
村の収入となり、地域住民の福祉向上の
ために使われます。
　お求めは埼玉県内の宝くじ売り場、イ
ンターネットで！
期６月 30日（火）～７月 31日（金）
抽せん日　８月 12日（水）
当せん金　１等・前後賞合わせて７億円

投票立会人
　選挙をより身
近に感じてもら
えるよう、投票
立会人を募集し
ます。

応�募資格　市内に住所を有し、市の選挙
人名簿に登録されている人

申 �問投票立会人登録申込書に必要事項を
記入の上、選挙管理委員会事務局（☎
594-5510）へ直接または郵送、メー
ルで提出してください。申込書は、市
ホームページに掲載およ
び選挙管理委員会事務局
で配布しています。

他 �詳細は市ホームページをご覧ください。

ブロック塀・フェンスを設置する
前に「２項道路」か確認しましょう
◆２項道路とは
　建築基準法でいう道路とは、
幅員４メートル以上の国・県・
市道や指定を受けた私道などを
いいます。また、幅員４メート
ル未満の道で、市が指定したも
のを一般に２項道路といいま
す。２項道路は、建築時に道路
の中心から２メートル後退した
ところを道路の境界線とみなす
ため、後退部分に門や塀などをつくることはできません。
�２項道路であるか確認して、道路後退を守って安全・安心なまちづくりにご協力
をお願いします。2項道路かどうか確認したい場合はお問い合わせください。

◆後退用地の寄附を受け付けています
　市は、2項道路沿いで後退した用地について寄附を受け付けています。
また、寄附にあたってはその用地測量に要した費用の一部を報償金と
して交付します。詳細は市ホームページまたはお問い合わせください。

問建設課道路管理・用地担当（☎ 594-5552）

問建築開発課指導担当（☎ 594-5549）
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第４期みどりと広報部

　「きたもと」の魅力を SNS等で発信す
る「みどりと広報部」のメンバーを募集
します。地域の人やまちの魅力に触れな
がら取材や冊子制作に参加してみませ
んか。
他 �８月１日（土）13：00～
　（第２回以降は月１回程度開催予定）
場 �市役所
申フォームからお申し込みください。
問 �市長公室シティプロモー
ション・広報担当

　（☎ 511-9119）

時 �7 月９日（木）10：00～
場 �文化センター　
費 �無料　持 �筆記用具
対 �市内在住の 60歳以上の女性
定 10 人　
申 �問 事前に北本市シル
バー人材センター（☎
594-9906）へ電話。�

シルバー人材センター�
女性向け入会説明会
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